
３ 番 川  村      ３番 川村でございます。危機管理への対応に

ついて質問します。 

  メキシコ発の新型インフルエンザが日本にも上

陸し、関東地方でも感染者が確認されたことで、

危機が身近に迫ってきていることが感じられます。

国・県は新型インフルエンザ対策行動計画を策定

しており、これに基づいて対策が進められてきた

と考えます。町は行動計画を策定しておらず、県

の計画に準じて行動することと思いますが、町民

への感染予防に対してどのような措置を考えてい

るか。 

  町職員が感染したら窓口業務を閉鎖するなどの

措置が必要になるかもしれず、町の機能が麻痺す

ることが考えられる。職員に対する感染予防措置

をどのように考えて対策しているか。 

  また、町民はテレビ・新聞での情報で大きな動

きは理解できるが、町の対応が見えない。町民へ

の感染予防、啓発活動をどのように行うのか。 

  今回の新型インフルは幸い行動計画に策定した

ものより弱毒性であるようだが、これを機会に町

としての行動計画を策定する必要があると思うが、

どうか。行動計画も町独自ではなく、生活圏を共

有する、例えば２市８町の広域で取り組む必要が

あると思うが、どうか。以上であります。 

議      長      答弁を願います。 

町      長      それでは、川村議員の御質問にお答えいたしま

す。 



  初めに、ゴールデンウィークを目前に発生した

新型インフルエンザは、動物のインフルエンザウ

イルスが人から人へ感染するウイルスに突然変異

したことにより複数の国で感染が広がりました。

メキシコに端を発した人への感染例は、カナダ、

イギリス、スペインを初め、世界各地で報告され

たことから、ＷＨＯは新型インフルエンザと判断

し、４月28日に警戒レベルの段階でありますフェ

ーズ４を発表しました。しかし、４月30日には、

アメリカでの死亡者の確認などから少なくとも２

カ国以上で人から人への感染の流行があるという

フェーズ５に引き上げられました。日本において

は、５月９日に、カナダからアメリカ経由で帰国

した大阪府の３名が新型インフルエンザに感染し

ていることが確認されました。その後は、１週間

ほど感染者はあらわれませんでしたが、５月16日

からは国内感染が広まり始めたこともあり、日に

日に感染者数がふえ、５月20日には１日で81名の

感染者が確認されるようになり、神奈川県でも５

月27日現在で２名の感染者が確認されております。

しかし、５月20日以降は感染者も減り始め、これ

まで新聞の１面を毎日にぎわしていた記事も見ら

れなくなっているところであります。 

  さて、最初の御質問の町民への感染予防に対し

てどのような措置を考えているのかについてであ

りますが、町では５月１日に庁舎内に新型インフ

ルエンザ対策会議を立ち上げ、必要に応じ随時会



議を開催しているところであります。この会議で

は、幼稚園・保育園の園児、小学校・中学校の児

童・生徒、及び山北高校の生徒の毎日の健康状態

を調査した結果の確認を行うとともに、町内にあ

る４カ所の福祉施設の入居者の健康状態の確認も

行っております。 

  また、対策についての検討を行っており、現在

までに決定している対策としては、中学校の修学

旅行に参加する生徒及び引率の先生に対して500

枚のマスクを配付することと、幼稚園・保育園の

園児、小学校・中学校の児童・生徒及び保育士、

教諭にマスクを１人５枚配付することにいたしま

した。さらに、インフルエンザの流行する冬季に

新型インフルエンザが発生することも考えられま

すので、さらに１万5,000枚のマスクを購入するこ

とといたしました。 

 次に、２点目の御質問の職員に対する感染予防

措置をどのように考えているかについてでありま

すが、町では職員の感染予防対策として、国の新

型インフルエンザ対策本部から発表された、１、

職員の健康管理を徹底する。２、健康上、具合の

悪い職員は早めに休むよう呼びかける。３、庁舎

の入り口等に速乾性アルコール製剤を設置する。

４、窓口業務等、対面で業務を行う場合にはマス

クを着用する。などの対策を実施するかどうかの

検討をしましたが、その時点では県下での感染事

例が川崎市の１名のみということもあったため、



現時点では動向に十分注意を払い、感染が拡大す

るおそれがあると確認されたときに、即対応でき

る体制をとることといたしました。 

  次に、３点目の御質問の町民への感染予防、啓

発活動をどのように行うのかについてであります

が、町民の皆様には、５月１日に「新型インフル

エンザの発生について」というチラシを全戸配布

し、手洗い、うがい、マスクの着用などの注意を

促すとともに、発熱などのインフルエンザ症状が

ある場合は、医療機関に直接行くのではなく、足

柄上保健福祉事務所の発熱相談センターなどの相

談窓口で相談するよう呼びかけをしました。また、

自治会長研修会においても、新型インフルエンザ

についての注意事項等を説明を、各自治会の皆様

にも周知していただくようお願いをするとともに、

町のホームページにおいても新型インフルエンザ

についての情報を掲載し、注意を促しております。 

  次に、４点目の御質問の町としての行動計画を

策定する必要があると思うがどうかについてであ

りますが、確かに神奈川県では、新型インフルエ

ンザ対策行動計画を策定しており、これに基づい

て推進しておりますが、県内のほとんどの市町村

が策定していないため、各市町村の行動計画の策

定が急がれております。本町においても未策定と

なっておりますので、県の行動計画を準用する形

での策定作業を現在、行っているところでありま

す。 



  なお、この新型インフルエンザがここで終息し

たといたしましても、今後は豚・鳥・人のインフ

ルエンザウイルスが混ざり、遺伝子の組みかえを

起こすことにより全く新しい新型ウイルスが出現

する可能性もありますので、そのときにも冷静な

対応ができるよう行動計画の策定を急いでいると

ころであります。 

  最後の御質問の２市８町の広域で行動計画の策

定に取り組む必要があると思うがどうかについて

でありますが、現在、各市町村は神奈川県が策定

した行動計画の整合性を図った中で策定作業を進

めていますので、現時点では２市８町の広域行動

計画を策定する考えはありません。なお、足柄上

地区では、この新型インフルエンザに対応するた

め、足柄上地域県政総合センター総務部が事務局

となり、新型インフルエンザについての足柄上地

域連絡会議を立ち上げ、状況の変化に応じ、随時

会議を開催しております。この会議では、国・県

の対応方針の説明や１市５町の動向等について意

見交換を行い、足柄上地区での対応について連携

を図り、足柄上地区内の統一化を図っているとこ

ろであります。以上でございます。 

３ 番 川  村      それではですね、一応御答弁いただきまして、

御答弁にござい 

ましたとおりですね、最近は落ち着いてきている

と。５月17日の七十何名をピークに新聞報道でで

すね、その後、落ち着いているということが出て



おりますけれども、国内感染のピークは過ぎて、

減少しておりますので、これで安心していいとい

うふうな認識でいられるのでしょうか。まずそこ

をお伺いしたいと思います。 

町      長      今回のは豚がもともとの原因でメキシコから発

生したわけですけど 

も、幸い弱毒性ということでありましたので、経

過見ても、メキシコ、アメリカ等では、死者が何

名か出ましたけれど、幸い日本では死者は出てい

ませんね。これは本当に助かったと思います。そ

れで、きょうあたり新聞でも日本全体で478名かな、

まで来ているようですけど、いずれも症状は短期

間の発熱は出ますけど、その後、終息して、特に

大事には至ってないということですから、まあそ

んなに心配することはないのかなって、現時点は

思っていますけれど、ただ、いろんな方と話をす

る中では、今、ちょうど時期が夏に向かっている

わけですから、むしろ終息するのは当たり前な方

向なのかもしれない。逆に夏が過ぎて、秋から冬

に向かったときに、現在、その菌といいますか、

ウイルスが潜伏している状態で再発するというか、

再び活動し始めるということは十分考えられるの

で、むしろ秋とか冬のほうが恐いねという話があ

るわけです。ですから、私は今回、今時点はそん

な心配していませんけれど、むしろ秋以降のほう

が心配ですので、今こういう説明しました、そう

いう体制については今後とも緩めることなくです



ね、構えていきたいというふうに思っております。 

３ 番 川  村      これから夏になりますから、ウイルスは私も素

人でよくわからない 

んですが、あるお医者さんに聞きましたら、60％

湿度があればウイルスは生きないんだよというこ

とを言っていましたんで、早く梅雨が来ればおさ

まるんだよなんていうようなことをですね、言っ

ておりましたんで、これからはもうおさまってく

るのかなというふうなことを思っているわけです

ね。今、６月７日現在で厚生労働省が発表してい

る日本の状況はどうかというと、日本の状況は第

１段階から、前段階から第４段階まであるんです

けれども、今まだ第２段階と、こうしているわけ

ですよね。第２段階というと、これ厚生労働省の

資料です。まだここなんです。で、第３段階にな

りますと、これ上側が患者の数です。発症した人

数です。第２段階ということは、まだ始まったば

かりですから、今後もまたこういうのがまだ、こ

れはどう見ているのかなんていうことを考えるわ

けでして、当然秋口にかけてということを見てい

るのか、今を見ているのかはわからないんですね。

それともう一つは、ＷＨＯがフェーズ６の検討を

再開したというような新聞報道もありますので、

これについてはですね、町のほうとしてはどのよ

うな認識でおられますでしょうか。国は、まだ第

２段階としていると。まだ終息の方向には向かっ

ていないということと、ＷＨＯは今、フェーズ５



だけれども、フェーズ６をやるということを再検

討を始めたという新聞報道がございます。６月４

日の日経新聞だったと思います。これについては、

町ではどのようにお考えでしょうかということで

す。 

町      長      最初の第２段階ということについてですけども、

さっきのグラフで 

こういうふうになっていましたね。それは多分私

の勝手な理解ですけれど、インフルエンザが発症

して、だんだんだんだんずっと、どんどんどんど

ん広がっていってという、それはだから、通常の

冬季に多分発生した一連のずっと時系列的に何と

いいますかね、今は夏に向かっているから、ちょ

っと違うんですけど、そういう中のグラフだと思

うんですね。ですから、今の状態をさっき川村議

員が言われた、この第２段階で一たん多分終息だ

と思うんです。一たん。そして、改めてまた、わ

かりませんけれど、さっき秋以降、冬に一番最初

のところに戻って、改めてそのグラフの形態いく

のかなと。私はそういう理解をしているんです。

途中からいくんじゃなくて、一たん今回は今回で

時期的な問題もあって、一たん終息をして、改め

てまた発症するんであれば一番左の低いほうから

ずっといくという、そういうことに行くのかなと

思って、そんなことにいってほしくないですけれ

ど。その第２段階についての現在の認識はこれか

ら継続してトップのほうにいくというふうには思



っていません。 

  それから、世界的なＷＨＯのフェーズ６への移

行を検討してるということですけど、これはちょ

っと今のこの山北町の立場としてそれに対してど

うこうは言えませんけれど、可能性としては常に

あるわけですから、多分ＷＨＯも今時点ではなく

て、これから夏を越えた秋以降の問題に対してそ

ういう可能性があるという意味で検討しているん

だと思います。そのときは、多分その段階、また

４、５と、こうね、いくんでしょうけれど。それ

はちょっと私も専門的なあれありませんけれど、

この前、一時的にはもうちょっといったら６人に

なりそうな場面もありましたよね。ですから、今

度秋・冬になったときには、そういう可能性もあ

るとは思います。ただ、希望としてはそんなこと

にはなってほしくないというふうに思っています

けれど。そのような認識でお願いいたします。 

３ 番 川  村      一応心配するようなことはないというような、

要約すればそういう 

ことかなと思うんですけども。今時点ではですね。

日本の国民がそういうふうに大体安心をしてきま

すとですね、先日どこでしたっけ、東京で結婚式

の２次会、３次会に出て、集団感染が出たとかで

すね。きのうの報道では、福岡で小・中学生16人

の集団感染が出ているとかということが出ており

ますんですね、まあ安心だというふうに余り安心

してしまってですね、気を緩めてしまうと、やっ



ぱりそういうことが起こるんじゃないかなと思い

ますんでですね、今、まだ政府が終息宣言してい

ない状況ですのでですね、町のほうとしてはやっ

ぱり引き続き緊張体制を持って、それは体制を堅

持していく必要があると思いますが、それいかが

でしょうか。 

町      長      このことについては、その前の議論の中で私言

いましたように、決 

してこれで油断をしないで、今後ともいつそうい

う事態が起こるかわからないという前提の中での

ですね、体制でいきたいと申し上げたと思います

けど。今、議員の言われたとおりで、決してこれ

で安心してはいけないと思います。これは単に時

期的な問題としての一時的な終息であろうと、ま

あ仮におさまったとしてもですよ。ですから、問

題はだから秋以降冬に至った場合のことを常に考

えていかなければいけないと思っておりますので、

決して町民に対しては安心というようなことを言

うつもりはないし、引き続き町民に対しても秋以

降のことを考えて油断をしてはいけませんという

ことの周知はしていく必要があるというふうに思

っております。 

３ 番 川  村      そういうことだと思うんですが、冬に向かって

流行することが懸念 

されていることはまあ町長も答弁でおっしゃられ

たとおりでありまして、50年前にアジア風邪とい

うのがはやったと、こういうことが記事がござい



まして、そのときはですね、夏場にはやったとき

にはやっぱり32万人ぐらいで患者がいて、死亡者

が千五、六百人いた。その次の冬に入ったときは

ですね、患者数34万人だったんですけれども、五

千何百人と。死亡者が３倍ぐらいになっているわ

けで、3.3倍ですかね。３倍ぐらいになっていたと

いうふうな報道がありますんですでね。やっぱり

冬になったときには、それが変異したかどうかは

わからないと書いてあったんですけれども、今言

われるようにですね、今後はまた対策をやってい

かなきゃいけないと思うんですけど、そういうふ

うにやっていかれるという答弁でございますので、

ぜひまたそれはやって継続していただきたいと思

っています。 

 それから、ＷＨＯが警戒水準を６に上げようと

しているのはですね、これはもう新聞報道ですけ

れども、これはオーストラリアで向こうの南半球

のほうが今、冬に向かっておりますので、やっぱ

りそれ患者がふえているということと、日本でも

ふえているということ、ヨーロッパでも感染者が

ふえているということで、フェーズ６に上げる必

要があるんじゃないかというのが、これ６月４日

の日経新聞に載っていることでありますからです

ね、やっぱり冬に向かっていくと、やっぱり問題

があるということなんで、引き続きですね、警戒

体制をやっていただければいいと思うんですね。 

  それで、これはこれでいいんで答弁要らないん



ですが、新型でですね、あるということで、だれ

もが免疫を持っていないということがありますよ

ね。だから、感染力が強いわけですから、発生し

た場合に、薬やワクチンがきかないということが

考えられますけど、その点につきましては、町は

どのようにお考えになっておられますでしょうか。 

町      長      ワクチンの問題に関しては、今たしか量がない

ですよね、日本全体 

で。対応でつくるんでしょうけれど、現時点、山

北町のレベルとすれば、そういう意味では対応し

ようがないわけですので、国の対応を待って、そ

の中からの供給がなされた中でのことになるんで

しょうね。今のこの時点で対応と言われても、ち

ょっと今すぐどうしようもありませんので、ワク

チンができた段階でのこれは各自治体のどういう

ふうに配分するかということになるかもしれませ

んけど、それについては十分注意を払いながらで

すね、それに対して乗りおくれることがないよう

にしていきたいというふうに思います。 

３ 番 川  村      しょうがないといえば何もないからしょうがな

いんですけれども、 

例えば町で今回の件で言うと、幸いなことに今の

季節性インフルエンザのタミフルがインフルエン

ザにきくということになっておりますから、そう

いうことがですね、町は例えばそういうのがもし

発生した場合には、どこから手に入れるのかとか

ですね、それ手に入れる方法があるのかとかです



ね、県が今のどこでしたっけ、県の行政センター

の社会福祉事務所ですか、そこの対応できっと決

まってくるんだろうと思うんですけれども。それ

はどういうことを考えていられるかということを

町は把握していられるんでしょうか。 

健康づくり課長                     今の質問でございましたタミフルにつきまして

はですね、神奈川県 

のほうで現在、72万人分の備蓄があるということ

で、計画では約160万人のタミフルをこれからも備

蓄をしていくというふうに言っておりますので、

弱毒性については、このタミフルで対応ができる

のかなというふうには考えております。 

  それから、今のお話にありました町、それから

県の関係なんですが、備蓄については県が行うと。

町はそういった医療品をですね、備蓄する施設が

ございませんので、そういったものについては、

町は備蓄をする計画はありません。以上です。 

３ 番 川  村      そういうことは結局県の計画どおりということ

になるんですが、先 

ほど県の対応、１市５町の考え方を、１市５町で

整合性をとって進めているといういことになって

おりますね。だから、そういう意味でもですね、

例えばこの県西で言えば１市５町で10万ぐらいの

地域ですか、そういうところでですね、保健事務

所があるからそこで対応してくれるんだと思うん

ですけれども、そことですね、今はタミフルはあ

るのはいいんですけれども、そういうことは今後



ともどうなっていくかということで、この考え方

を整理していくことのほうが私は大切だと思うん

で、今、あるかないかとかいうことではないなと。

まあ今回は幸いそういうことじゃなくなったんで

すけども、今後のこととしてそういうことの対応

がされている必要があるんではないかなというふ

うに思いますが、いかがでしょうか。 

町      長      その辺は町単独でということではなくて、今回

も先ほど答弁しまし 

たように、足柄上地域の連絡会議というのがあり

ますので、本当に休みの日なんか突然招集かかっ

たりということでやってきました。ですから、そ

れは非常に連携をとるという意味で結構なことな

ので、多分これからも真夏を越して冬になった場

合でも、そういう事態が発生すれば、多分頻繁に

こういう打ち合わせが持たれるということで、そ

の中で１市５町なりの共通的な対応としてどうす

るかということが議論されて、その結果の対応に

なるというふうに私は思っていますんで、今、町

単独でどうこうということでなくていいのかなと

いうふうには考えております。 

３ 番 川  村      この新型インフルエンザ、インフルエンザはい

っぱいあるんですけ 

ど、季節性のインフルエンザだとまあそれほど騒

がないんですけれども、新型になりますと何が起

こるかわからないというんで、感染されると隔離

されるとかいうことがありましてですね、非常に



感染者やその関係者に対してですね、誹謗・中傷

ということが起こりやすいわけですね。人権が損

なわれかねないような、例えばこの間もありまし

たけど、新聞報道にありましたけれど、インター

ネットとかですね、いうものを使ってですね、書

き込みがあって、非常に苦慮しているというよう

なことがあります。新聞の報道だと、この前、神

奈川新聞に載っていましたね、横浜で高校生が感

染の疑いがあるということを厚生労働大臣が夜中

の１時ごろ発表したもんですから大騒ぎになりま

して、そうしらた学校に誹謗・中傷の電話がいっ

ぱいかかってきたとか、書き込みがインターネッ

トに書き込みがあったとか、校長の携帯電話、何

で知ったんだろうと思うようなところまで電話が

かかってきたとかですね、そういうこともあり得

るわけです。そういうことに対しては、町も何か

そういうことをあったときはどうするのかという

ことは、何かお考えになっていますでしょうか。 

町      長      本当はそういうニュースは私も新聞とかテレビ

でね、聞いておりま 

して、全く残念に思います。だって、その本人が

何というか悪いことをしてではなくて、結果的に

海外に行ったのもたまたまではあるわけでしょう

し、その結果なったのもそれは個人差等もあって

なった人、ならない人いるわけですから、本人に

責任は私はないと思うんですね。ですから、そう

いうことに対して、気持ちとしてはわかるけれど



も、そんなことをインターネットや電話とかでや

ったってしょうがないと思いますが、ただ、じゃ

あそれに対して、もしそれが同じようなことが山

北に起こったとき、どうするかと言われましても、

これ非常に難しい問題で。まずは、ちゃんとそう

いう事実の把握をして、それに対してどうするか

ということは改めてその場で考えると思いますけ

ど。これは個人のほう、個人個人の攻撃ですから

ね、ちょっと防ぎようがないかもしれないですね。

あとは、された方に対して学校なり、行政は余り

どうかわかりませんが、学校なりが、先生なりが

そういうことで心身的なケアをするとかいうよう

なことになるのかなと思いますけどね。 

３ 番 川  村      これはね、非常に問題だと思うんですけども、

言ってもやっぱり町 

長おっしゃるとおり、どうしようもないところあ

るかもしれないんですけれども。やっぱりある程

度は町としても町民を守るというようなこと、そ

ういう被害から守るというようなことはですね、

一応少し何か考えておく必要が、私も今ちょっと

わからないから言えないんですけども、何かこう

ちょっと考えておいたほうがいいんじゃないかな

というような気がしております。 

  それから、次に、職員への感染対策ではなくて

…職員に対しては、健康管理を徹底するとか、健

康上、具合の悪い職員は早めに休むとか、庁舎の

入り口に速乾性アルコール、窓口業務マスクをす



ると。まあ３番、４番はやってないわけなんです

けれども。これは当然のことなんですけど、例え

ばですね、私もこのところはやってもらえばいい

と思うんですね。山北の場合は役場の庁舎の中に

も人がこんなにたくさん入ってくるわけじゃない

ですから、一般の方がたくさん入ってくるような

場合には、どうしたって職員と一般の入り口はち

ょっと分けるとかですね、またはそういう対応も

必要かなと思うんですけど。山北の場合はそこま

でする必要ないのかなということも考えます。 

  それから、一番問題なのは、私は県へとか、そ

れから会議に行かれることが多いですよね、町の

職員はですね。そのときにですね、どういう対応

をとられるかと。不特定多数の人が集まりますか

ら、やっぱりどういう対応をとられるのかなと。

公共交通機関を利用します。そして、たくさん人

が来ます。そのときの対応のほうがですね、私は

山北の場合には必要なんじゃないかなと思います。

いかがでしょうか。 

町      長      まあそういうことで横浜とか、そちらに会議等

で出かけて行った場 

合にのことですけど、今、じゃあ現時点で今後そ

ういうところに行くときに、電車内でマスクをす

るとかということはちょっとなかなかそぐわない

と思うので、私としてはごく当たり前でしょうけ

ども、一般に言われています手洗いとか、うがい

とか、そういうことを必ず励行するようなことで、



とりあえず対処するのが現実的かなと思いますね。

山北だけが超警戒してですね、常にマスクをして

行くとかということまではちょっとやる必要がな

いんだろうと、今は思っています。ですから、通

常の中での注意の範囲で、それをきちんと守る、

励行することでいけばいいのかなと。現時点では

そのように思います。 

３ 番 川  村      町の例えばですね、それでは町はですね、例え

ば職員が窓口の職員 

が感染したという場合にはですね、どういう措置

をとられるんでしょうかね。そういうことをお考

えになっているんでしょうか。これがまだよくわ

かっていないときにはですね、ある銀行では支店

の窓口の方が１人感染されたと。60人ぐらいいる

支店の方全部閉鎖しているんですね。今、休まし

て。で、よそから、支店から応援を得て業務縮小

してしたというような報告もありましたね。だか

ら、そういうことを例えばそんなに大したことな

い、ほかのところもそんなに何というか、感染が

はやってないから職員に対しても普通の町民と同

じようなことをやるのではですね、いけないんで、

やっぱり私は町の職員というのは、町民よりもも

っと厳しいね、管理をしていく必要があると思う

んですよ。その点についてはいかがでしょうか。

もし発生した場合、どういう対応をとられる御予

定ですか。 

町      長      特に窓口業務の方が非常に問題だと思いますの



で、もし発症が確認 

されれば、当然それは本人は休ませますけれど。

といって、じゃあ町民課とすれば町民課の全員は

もう可能性あるから、全部引っ込めるというよう

なことまではちょっと考えにくいですけどね。そ

れはもういろんな想定をすればきりがないわけで

しょうけれど、そのときどうするんだ、そのとき

どうするんだと言われても、ちょっと今ここでこ

のときはこうします、すぱすぱすぱというふうに

はちょっと頭の中では描ききれないところがあり

ますね。最大限のもちろん対応は考えますけれど、

さっき言った銀行のような例ということはなかな

か難しいと思いますので、できる範囲で、どこま

でじゃあ直接の何というか、接点の多い職員も関

連して隔離というか、休ませるとかいうことは多

分考えますけど、その場合には、他部署からの応

援をするとかということで、やっぱり閉めちゃう

わけにいかないと思いますので、それは町民のこ

とに対するサービスというものを優先をしながら、

かつ職員のほうの状況をどう判断して、その辺の

何といいますか、接し方といいますかね、対応す

るかということを決めるべきだと思いますので、

それについてはその時点での強度といいますかね、

感染の度合いによっての判断がいいのかなと思っ

ていますけど。今ここでこの段階ではこうだ、こ

の段階では、そういうふうなところがちょっと私

の頭の中では描ききれていないところは、確かに



あります。 

３ 番 川  村      一応そういうことはですね、発生した場合に、

後でもいいんですけ 

ども、リスク管理の考え方でですね、こういうこ

とを例えば町民のある人が発生すればですね、い

わゆる濃厚接触者と言われる方ですね、一緒に仕

事していて、すぐ机を向かい合わせている人とか

ですね。１メートルというのかな。そのぐらいの

人が一応感染の疑いが…疑いがですよ、あるわけ

で、もしかかったとすればですね。濃厚接触。そ

の場合はみんな今まで町ではいわゆる停留という

んですか、何かこうちょっと隔離に近いような、

ちょっとこっち寄る、みんなのところ出ないでく

れというような形をとっているわけですよね。そ

ういうことが起こると、どういうレベルでやらな

きゃいけないかもしれないけれども。町としては

困るわけですよね。例えば今はたまたまこれは弱

毒性だからそんなに感染しないよということでよ

かったんですけども、今の国が策定してる新型イ

ンフルエンザというのは、いわゆる鳥インフルエ

ンザですよね。Ｈ５型だったんですけど、強毒性

のやつからですね。もし、そういうのに新型イン

フルエンザの国の策定はそれですから、もしそう

いうことが起こった場合はですね、今のような状

態では済まないわけですよね。だから、最悪の場

合を考えて、町というのはやっぱり一応対策とい

うのをですね、とっておかなきゃいけないという



ように思うんですけど、その点はいかがですか。 

町      長      そういうことを含めてね、今、行動計画をつく

ろうとしているわけ 

ですよ。それまであった行動計画の基本が鳥イン

フルエンザですから、相当警戒の度合いの強いも

のに内容になっていまして、逆に今回の豚菌のも

のについてはちょっとやり過ぎではないかという

ような批判もあるようなわけでして、その辺は柔

軟な対応が必要かと思いますけど、その辺も鳥イ

ンフル、豚インフル含めてね、これからもこの行

動計画策定の中でその辺は十分織り込んでですね、

検討していきたいと思います。 

  それから、さっき言われたいろんな想定も考え

て、そのこともその場合どうするかということも、

内容としては入れていくべきだというように思い

ます。 

３ 番 川  村      仮定の話ばかりしていてもしょうがないから、

一応そういうことを 

言っているわけなんですけれども、今、これだけ

山北は幸い起こっていないですけど、これが例え

ば発生している市町村、神戸なんか大変でしたよ

ね。神戸の学校なんか非常に大変でしたから、そ

ういうことで非常に問題になるわけです。特に自

治体の場合には特に問題になるわけでしてですね、

特に注意は必要だと思うんですが。たまたまほら

そんなこと言っても町は別に専門家がいるわけじ

ゃないですし、行動計画は県のものを使えば足柄



上郡、保健所はないから何ていうんですか、福祉

事務所ですか、そこの指導のもとにやっていけば、

私はそれでいいと思うんですけれども、町として

はね、今、私が言いましたようなことをね、どう

するのという、このいわゆる対応がね、対応マニ

ュアルというものをね、やっぱりつくっておかな

きゃいけないんじゃないかなと思いますね。厚生

労働省が５月22日に出している「冷静な行動のお

願い」というんで、総理大臣がわざわざテレビま

で出てきてお話ししているんですけども、その中

にもですね、何が書いてあるかといったら、集会・

スポーツ大会の開催についてはね、一律的な自粛

のお願いはしませんが、まず開催の必要性を改め

て検討してくださいとかですね、そういうことが

書いてあるわけです。学校・保育施設などの臨時

休養に関しては、生徒や児童の中に患者が見つか

った場合には、その地域の都道府県の全域の学校

について休ませろと。そういうこともあるわけで

すね。だから、そういうことをですね、今まで山

北たまたま起こってないからいいんですけども、

そういうことが全国的にこうやって新聞報道なん

かされているから、私はある程度シュミレーショ

ンされたのかなと思いますんでね。そういうこと

を含めてね、行動計画というと大げさになります

けれども、例えばそれに対する対応マニュアルレ

ベルでもいいから、対応マニュアルみたいなもの

をですね、１市５町でつくられておるというんで



すけれども、それについてぜひ進めていくべきだ

と思っております。それもまた特にですね、１市

５町でやっているんですけども、小田原なんかよ

く出て行くんですね。生活圏がどうしても私なん

かもしょっちゅう小田原に行っていますから、で

きれば近隣の町とかですね、同じものにまあなる

とは思うんですけども、そういうことも視野に入

れてですね、連絡をとりながらやっていかれたら

いいと思いますが、いかがでしょうか。 

町      長      新型インフルエンザ対策行動計画というものが

あるんですけど、サ 

ンプルですね、この中にはさっき川村議員が言わ

れた業務継続計画の作成というもので、要するに

新型インフルエンザが発生したときに、市役所、

役場とか、それからいろんな上下水道、ごみ、消

防等々ですね、こういったものの町民に対しての

直接関連のあるものについて継続するにはどうし

たらいいかということも、業務継続計画を策定す

るという、それだけのこと書いてあるんです。こ

の中身をね、さっき言われたようなことで、具体

的にどうするかということを今、県のこういった

ものに倣ってですね、やっておりますので、その

辺今後ともやる必要があるというふうに思ってい

ますんで、その線で進めてまいります。 

３ 番 川  村      そういうことで、これですかね、例えば県の行

動計画、21年４月に 

出ている県の行動計画、市町村でつくるようにと



いうこと。はい。それに載っていると思います。

それから、そういうことをやっていってですね、

話は重複するかもしれないんですけども、結局私

の題名が「危機管理」ということですから、やっ

ぱりそういう「危機」自体をですね、今、今回、

たまたまこういうことが発生しておりますから、

発生する、危機管理というのは発生の予防を目的

としたリスクマネジメント。私、リスクマネジメ

ントだけ言ってるんですが。最近ちょっと読んで

みますと、危機自体が発生した後のね、対処方法

についてもこれはクライシスマネジメントだとい

うことがあるんで、リスクマネジメントとクライ

シスマネジメントと両方きちんとやっておく必要

があるんじゃないかなということがありますんで

すね。特に危機管理は一番悪い状態を想定してや

っておかなきゃいけないと。そういうことで、ち

ょっと具体的な答弁できないかと思うんですけど、

今までの中でも具体的な答弁はほとんどいただい

ていないんですけれども、こういうことについて

はいかがお考えでしょうか。 

町      長      そうですね、いかがお考えでしょうかと言われ

てもなかなか困るん 

ですけど。当然ね、今言われたように危機を想定

して、いろんな事項がありますよね。分野あるん

ですけど。それに対する最悪のことを考えてとい

うのは原則としてよく理解できることですし、そ

れについてはそういう前提でこれからも私自身も



考えていくつもりですし、対応していきたい。ち

ょっと抽象的なんで余り具体的な答えも逆にしに

くいのかなと思うんですけれど。考え方としては

決してゆめゆめ油断することなくてですね、やっ

ぱり例えば今度のインフルエンザについても常に

鳥インフルありきというか、そういうことも含め

てですね、対応についての準備をしていくべきだ

ろうというふうに思っております。 

３ 番 川  村      具体的にですね、今はこういうことに対してど

うこう返事をいただ 

こうと思っているわけじゃありませんで、私が申

し上げたいのは、こういう考え方をきちんと町当

局が持っているかどうかと。そういうことに対応

するのかと。中身の問題じゃないです。そういう

対応をしていく姿勢があるかどうか。そういうこ

とを今、必要だと思っているわけです。危機管理

とはどういうものか。そういうことに対してみん

な前に向かっていくね、そういう対応がないと、

今、具体的に答えられないなんて、それは答えら

れないと思いますよ。でも、そういうことをリス

クであり、起こる前の予備段階のときのものであ

りですね、起こった後、どうするかとかですね、

そういうことに対する覚悟がですね、覚悟がある

答弁を私はいただきたいと。そういうふうに思う

わけです。 

町      長      そういうことに対して覚悟はありませんなんて

いうことが言えるわ 



けないじゃないですか。あるのは当たり前じゃな

いですか、そんなことは。それをだって、あと何

を聞き出すんですか、これから。あります、当然。

だって、これ職員今、全員おりますし、あと今、

課長ですけど、以下職員全員だって気持ちの中で

そう思っていると思います。それはもうそれを信

じていますし、いざというときにはちゃんとそれ

に対応してやります。 

３ 番 川  村      あるわけないじゃないですかという答えじゃな

くて、あると思って 

います。あると思っていますからあるというよう

な御答弁をいただければ、私はこれでよかったと、

そういうふうに思っております。 

  それでですね、御答弁の中でももう１点だけで

すね、幼稚園とか、小・中学校、幼稚園には、修

学旅行にはたくさん持たしたということでよろし

いかと思うんですが、この５枚、１人５枚ずつ配

付したということで、マスクを配布することので

すね、意義とですね、これ５枚配布したというこ

とのですね、何というのかな、効果といいますか

ね。考え方というものをちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。 

町      長      ５枚というのは特別こういう根拠でということ

の論拠は、ないと言 

えばないかもしれませんね。当面一応そういう事

態になったときに、最低限対応できる枚数という

ことで５枚というのを設定しているわけでして。



あとはその意義は、本当にインフルエンザが全般

にもう広がってしまったら、これ多分打つ手、相

当厳しくなると思うんですね。もう隔離というか、

みんなは逆になっていない人を隔離するようなこ

とになっちゃうんじゃないかと思いますね。です

から、そういう意味では５枚配ったというのは、

当面の弱毒性のインフルエンザということを前提

にした中での最低限の対応としてはいいのかなと

いうところで選んだつもりでおります。 

３ 番 川  村      配って悪いとは言いませんけど、配ってもです

ね、結局幼稚園とか、 

学校とか、１人でも出れば政府の方針にもありま

すとおり、その学校は恐らく臨時休校、１週間で

すか、臨時休校になると思いますんですね。配っ

て意味がないことはないと思うんですけども。悪

いとは言いませんけれども、そういう対応がです

ね、必要かなというふうに思います。ないよりは、

配ったことについては別に悪くないというふうに

思いますんで、一応これをもちまして質問を終わ

ります。 

 


